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看護師の役割拡大に対する認識は立場によって異なり，関係者間でコンセンサスが得られにくいため潜

在的な問題を把握できないまま政策課題の設定がなされる可能性がある．本研究では，看護師の処方権導

入にあたり利害関係者間の問題を明らかにするために文献研究を行った．その結果，処方権をもつ看護師

と利害関係者間には認識の「ずれ」があり，処方権をもつ看護師の処方実践の障害になっていること，「ず

れ」を調整する仕組みがないことがわかった． 
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1. はじめに 
 
 日本の医療は，今，負担と給付のバランス，患者満足

度，医療水準，平等性など多くの課題をかかえている．

医療制度の規範的論点について，井原は医療保障の最終

的な受益者は個人であるという認識に立ち，社会保障の

規範的内容として利用可能性，アクセス可能性，受容可

能性，質をあげ，それぞれの課題に言及している．また，

その実効性に関して，患者，国民が制度改革，運営に参

加していく重要性も指摘している 1)．一方，患者，国民

の間にも医療の望ましい形として，患者主体の医療を目

指すべきだという考え方が普及定着をしつつある 2) ,3)．

患者主体の医療とは，患者の生き方を尊重し，患者の「安

心・納得」を最大限に尊重することである 3)．医療制度

を見直していくにあたり、患者主体の医療を実現するた

めに規範的な論点とその方法論を考えていくことが，今

後は重要になってくると思われる．そして，このような

患者主体の医療を目指すためには，医療政策に国民が参

画していくだけではなく，実際に医療に従事する人，医

療を利用する人など，医療に関わる人たちの合意が必要

である．しかし，今までは医療に深く関わる人々が話し

合う場すらなかったという指摘がある 2)． 
最近，「看護師の役割拡大」という話題が注目を集めて

いる．看護師の役割拡大は超高齢社会の到来，医療財政

の逼迫，医師不足，勤務医の過重労働を解決するにあた

り即効性の期待される方策として浮上してきた．神野は

役割拡大の中身は二つあると述べている 4)．第一に医師

が従来担っていた業務を引き受ける，あるいは医師に協

力すること，つまり患者への説明と同意の取得や，疾病

に関わる教育・指導など看護師が持つ医療知識を存分に

発揮することで医師の過重を軽減させることができる．

第二に，従来看護師が行ってきた役割を，看護師の本来

業務とは何かをもう一度見直すことで，他の医療職に移

譲していくことである．この看護師の役割拡大は，患者，

地域住民，臨床現場の医療者からの提案ではない．看護

の地位向上，専門性の確立が患者のためになると考えて

いる業界団体と，高度に専門分化した医療を担う関係者

からの提案である．看護師の役割拡大を，看護の専門性

を確立するためではなく，医師不足対策を目的にするの

でもなく，患者主体の望ましい医療提供の方策の一つに

するための，適切な政策課題を設定する必要がある． 

そこで，本研究では，看護師の役割拡大の中の特に処

方権の導入について，適切な政策課題を設定するために，

看護師の処方権導入に影響を受けるだろう関係者を特定

し，その問題認識に注目し，課題を抽出することを考え

た．しかし，日本では看護師の処方権導入に影響をうけ

る関係者が誰なのか，その問題は何かといったことに関

する調査研究はない．そこで，制度や文化の違いという

大きな問題はあるが，諸外国の状況について検討するこ

とにした． 
本論文の構成は以下の通りである．2 章では看護師の

処方権の導入の概要から本研究の論点を整理した．3 章
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では諸外国での看護師の処方権導入に影響を受けた関係

者の認識を文献から明らかにした．4 章では日本におけ

る処方権導入に関する利害関係者の認識を検討した．5
章では本研究の限界と今後の課題について，6 章では本

研究の結論をまとめた． 
 
 

2. 看護師の処方権導入の概要 
 
 超高齢社会の到来，医療財政の逼迫，医師不足，勤務

医の過重労働などの日本の医療の課題が議論される中，

看護界は看護師の役割拡大を看護師の専門性確立の絶好

の機会とみなしている。例えば「この状況を追い風とし

て，看護職の養成教育が高度化し，看護の専門化がすす

められている状況などを十分に活用すべきである」、そし

て「専門性の高い看護師の資格の制度化や看護業務の見

直しを行い，看護職の身分法，業務法である保助看法な

どの見直しまで進展させる絶好の機会である」5)という主

張が目立つ．これまでの報道をみると，看護師の役割拡

大に関連した発言をしているのは，主に政策立案者，看

護業界，病院経営者，日本医師会 6),7)である．マスメディ

アが取り上げる意見では，医師会以外は看護師の役割拡

大に好意的または積極的であり，中には看護師の処方権

に言及しているものもある 8) ,9)． 
日本において，処方とは高度な教育とそれに続く相当

の訓練を修了していること，高い倫理性を有しているこ

とを条件に，医師のみに認められている行為である．医

師に限定して処方を認める根拠は，患者の安全のためと

いわれてきた 10)．一方，看護師の仕事は「診療の補助」

「療養上の世話」となっており，診療の補助に関しては

「医師の指示のもと」に業務をすることになっている10)．

よって，看護師に処方権を導入することは，医師のみが

持っていた権限が看護師に一部委譲されるというだけで

はなく，今までの医師と看護師の指示系統や，看護師と

他職種との関係が変わることをも意味する． 

看護師の処方権が認められている国は，アメリカ，イ

ギリス，オーストラリア，韓国 11)，ニュージーランド 12)，

スウェーデン 13)，アイルランド 14)，オランダ 15），医療資

源の少ない国ではボツアナ，南アフリカである 16)．これ

らの国は医療制度が異なり処方権の内容も様々であるが，

処方権を導入する背景に①医療費の抑制の必要性，②医

師の不足（サービスの低下，へき地での需要），③医師の

過重労働問題，④看護師の地位向上があると考えられて

いる．いくつかの国の看護師の処方権の概略を見てみる

と，まずアメリカでは，専門看護師(Nurse Practitioner，以

下NP) に処方権を認めている 17)．NPとは正看護師の資

格をもち更なる教育課程を経た看護師に与えられる認定

資格である．1960年代から大学院教育とその後の臨床ト

レーニングを積んだ NP に，スペシャリストとして処方

権を認めてきた．一方，イギリスは対照的に様々なバッ

クグラウンドを持っている看護師に処方権を認めてきた．

特に，地域医療の建て直しのために保健師や訪問看護師

から限定的に処方を認めてきており，加えて現在では法

律で定められた240の薬を看護師の判断で処方できる自

立的看護処方者(independent extended prescriber)と医師の

計画の範囲内で処方ができる補助的処方者

(supplementary nurse prescriber)に処方権を認めている．イ

ギリスの特徴は，効率だけでなく，効果（質）や公正も

重視した医療改革であるNHSプラン2000の政策目的に

合致するように，ジェネラリストの看護師に処方権をも

たせ，現実にその80％以上が地域で働いていることであ

る 18)．また，オーストラリアとスウェーデンも医師の負

担軽減のために限定的に処方権を認めている．アメリカ

とイギリスにおける看護師の処方権導入の政治過程では，

政策担当者，医師代表，看護代表の間で様々な意図が交

錯し対立があった 17) ,19) ,20)．日本でも同様に，権限を譲り

たくない医師対看護の専門性を発揮したい看護師の権限

の奪い合いといった対立軸や政策的意図のみで議論が進

みかねない状況である 7)． 

そういった政策的意図，あるいは権限にからんだ議論

が有識者の間でなされているが，果たして臨床の現場の

認識はどうだろうか．看護師へ処方権を認めることは実

際に望まれているのだろうか．処方権を必要としている

場所はどこなのだろうか．看護師が処方権をもったとし

ても本当に機能できるのだろうか．看護師の処方権に関

して，制度や資格についての議論だけではなく，看護師

の処方権導入に影響を受ける人たちが看護師の処方権に

ついて何が問題だと考えているか，に注目し，そこから

論点を見出す必要があると考えられる．看護師の処方権

導入に影響を受ける立場の人たちの間で，十分な合意形

成ができないまま実態に合わない制度が導入されても現

場が混乱するだけである． 

本研究では諸外国の事例から，看護師の処方権導入に

ついて①看護師の処方権導入に影響を受けた人たち（以

下利害関係者）は誰なのか，②それぞれの利害関係者が

看護師への処方権拡大について何が問題だと認識してい

るのか，の二点を明らかにする目的で文献研究を行った．

そしてその結果をふまえ，日本で看護師の処方権導入を

検討する場合，適切な政策課題の設定のために，事前に

現場の利害関係者の認識を確認し調整することの重要性

を考察し提示する． 
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3．看護師の処方権導入をした諸外国の利害関係 
者の認識に関する文献調査 

 
3.1. 研究方法 

2008 年 8 月から 10 月までデータベース等を使用して

文献調査を実施した．看護師への処方権拡大について

MEDLINE, Web of Science, CINAHLを使い「Nurs* and 
prescri* and policy」の検索式で文献を収集した．さらに，

得られた文献の引用文献や看護師の処方権導入に影響を

受けた人の認識や問題について書かれている関連文献を

加えて考察した．文献検索で得られた文献は130件であ

った．そのうち，利害関係者間の問題に関する記述があ

った31件に，引用文献等10件を加えた41件を解析対象

とした．利害関係者として含めたのは，看護師に処方権

を認めることによって影響を受ける立場・職種とした．

対象論文の内訳は実証研究32件，文献研究7件，総説2
件であった．得られた文献で取り上げられていた国は英

国29件，米国6件，オーストラリア1件，スウェーデン

1 件，アイルランド 1 件，オランダ 1 件，複数の国を含

んだ文献が2件であった．以下，利害関係者が誰か，利

害関係者が看護師への処方権拡大について何が問題だと

認識しているのかについて述べていくことにする． 
 

3.2. 利害関係者は誰か 
 Cooper は利害関係者を医師，患者，薬剤師，看護師，

政府と指摘している 21)．地域保健当局（行政機関）22) ,23)，

保険会社や製薬会社を含めている研究もあった 24) ,25)． 
 
3.3. 利害関係者は看護師の処方権導入について何が問 

題だと認識しているのか  
 

（1）処方権をもつ看護師にとっての利害関係者とその 

  間で問題として認識されていること 

処方権のある看護師は，医師が看護師の処方役割を理

解していないと思っている 26) ,27) ,28)，あるいは医師が制度

そのものに無関心であると思っている29)ということを明

らかにした研究があった．また，処方権のある看護師は，

医師が伝統的な役割，専門職階層を浸食されること、安

全性が保障できないことを脅威に感じている 30)，裁量権

を委譲したくない防衛的な考え方が医師にある31)と考え

ているとする研究もあった． 
医師との関係に関する実践面の障害として，医師の非

協力的な態度32),33)処方に関する助言や指導の欠如34) ,35) ,36)，

医師がパターナリスティックな関係を過度に重視するこ

とによる意思決定の困難さ 37)，処方権のある看護師は医

師からの支援がないと処方に消極的になること38)が挙げ

られた．一方で，処方権のある看護師の働き方は様々で，

Offredyらの調査では，処方について医師から高い自律性

を認められているか否かによって，看護師の処方率に差

があることが指摘されている 39)．別の研究では処方権の

ある看護師の 26％が資格をとってから一度も処方行為

をしていないことが明らかになっている 40)．処方権のあ

る看護師の中には，医師からの自主的な協力を待つので

はなく自ら医師に働きかけて，協力を得るようにしてい

る者もいた 41)．処方権のある看護師が自律性を発揮でき

ない理由としては，薬理学の知識の不足 31) ,42)，処方の適

切性に対する不安や自信のなさがあげられている 43) ,44)． 
処方権のある看護師の薬剤師に対する認識に関しては，

Cooperらの研究では，処方権のある看護師は，同じ処方

権をもつ薬剤師に対して，薬理学の知識はもっているが

患者に対するコミュニケーション力が不足していると認

識していることが明らかになった 42)．しかし，処方権の

ある看護師は同時に，薬剤師とお互いの専門知識を共有

して拡大していく必要があるという認識をもっているこ

とも指摘されていた 38)． 
処方権のある看護師が患者・地域住民に対して持って

いる認識としては，看護師が処方することによる医療ア

クセスとコストの改善，十分な相談時間の確保がメリッ

トとして挙げられていた 46)．その一方，患者が処方権を

もつ看護師の役割を認識していないため，看護師と医師

のどちらを受診すればいいのかわかっていない，看護師

が処方できない薬を依頼されるといった問題が指摘され

ていた 29)． 
処方権のある看護師は政策立案者に対し処方の拡大と

裁量拡大を望んでいた 22) ,47)．それは医師の治療計画内で

処方をするイギリスの補助的処方者の処方実践が進まな

い，医師との連携が不十分であるといった事情がある45)．

処方実践に必要な社会基盤として，患者情報や最新情報

へのアクセス 38)，継続教育への参加 49)，報酬への配慮 50)

を指摘する研究もあった． 
処方権のある看護師の間でも処方権拡大に対する意識

は一様ではなく，Kaplan らが行ったアメリカのNP の自

律性と処方権に関する認識に関する調査では，NP 自身

の間でも権限拡大に対して様々な反応があることが明ら

かになった 51)．他の研究でも訴訟リスクに対する不安が

処方実践の障害になっていた 14)．中には看護師に処方権

は必要ないと考える看護師も存在した 13)． 
その他，保険会社や製薬会社といった企業の営業担当

者と処方権をもつ看護師の利害関係を示唆する研究もあ

り，処方権を持つ看護師が製薬会社の熱心なマーケティ

ングの中で正しい処方ができるかといった，倫理的課題

が指摘されていた 24) ,25)． 
 
（2）医師が看護師の処方権拡大について問題だと認識

していること 
看護師の処方権拡大に対して医師側の認識を調査した
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研究は3件あり，医師は処方権を持つ看護師の診断能力
52)や薬理学の知識に対する不安を示していた 32)．

Wilhelmssonらは医師の不安の中身を「新たな医療費がか 
かる」，「過剰投与や誤診の危険が増える」，「医師はより

高度な重要な知識を持って処方している」「看護師に処方 
権は必要ない」と述べている 13)． 
 
（3）患者・薬剤師が看護師の処方権拡大について問題

だと認識していること 
Luker らは患者への調査で，患者は利用しやすさ，話

しやすさ，説明のわかりやすさを理由に，処方権をもつ

看護師にかかることを好んでいると述べている 46)．処方

権をもつ看護師の地域での受け入れに関する研究では，

住民は看護師の人柄や性格のよさを看護師にかかる条件

として挙げている他，看護師が医師と連携をしているこ

とを条件にあげている患者もいた 53)．一方で，調査時点

で処方権をもつ看護師がいることを知らなかった地域住

民や，緊急の状態で医師の受診が必要な場合の，看護師

の判断に対する不安と医師との連携に不安をもっていた

住民もいた 53)．患者や地域住民は，処方権をもつ看護師

と医師を選択できるようになっているが，実際の振り分

けは医師や看護師，受付がしている場合もあった 33)．薬

剤師の処方権をもつ看護師への認識に関する調査では，

薬剤師は看護師の薬理学の知識が不十分であると考えて

いた 45)． 
 

（4）処方権に関する政策立案者と行政機関の意図 
Cooperらは政策立案者の意図，政策の方向性への見解

は利害関係者にとって重要であると指摘している 21)．政

策立案者の意図は，看護師に処方権を持たせることによ

って医療サービスの改善をめざしながら，医療費抑制，

医師不足の問題の解消をはかることにあるとする研究が 
あった 54),55)．一方で Mazhindu らは，制度導入後にも関

わらず看護師の処方役割が利害関係者に認識されていな

い，処方実践に必要な条件が整備できていないという問

題があることを指摘していた 56)．さらに，一律に導入さ

れたルールが地域の実情にあっていないため，実践の場

で処方権をもつ看護師がストレスを抱えているといった

指摘もあった 22)． 

行政機関の意図は，効率のよい医療サービスを提供す

ることにあった 23)．処方権をもつ看護師が行政機関に求 
めている役割は，専門職間の連携への支援，最新知識と 
患者情報へアクセス環境の整備であった 38)．行政機関に

は各専門職の役割の明確化と専門職の機能の調整を検討

していくことが求められている 57)．しかし同時に行政機

関自身がその役割を認識していない，モチベーションが

ない，向上心がないといった問題があるという指摘もみ

られた 23)． 

3.4. 看護師の処方権導入の効用に関する調査 
看護師に処方権を持たせることでの効用を検証した研 

究も見られたが，一貫した結果は得られていなかった．

看護師に処方権を与えることで，医療へのアクセスの改

善，患者満足の向上，医師の過重労働の緩和を指摘する

研究もあったが 29) ,31)，別の研究では医師の労働軽減がみ

られないこと15)や医療費への効果は明確ではないという

指摘がみられた 45)． 
 

3.5. 看護師の処方権導入に関する認識のずれについて 
本研究から，看護師の処方権導入後の利害関係者とし

て，医師，看護師，薬剤師，患者，政策立案者，行政担

当者が挙げられていること，それらの利害関係者間で看

護師の処方権導入に対して持っている認識が異なり，「ず

れ」が生じていることが明らかになった．処方権をもつ

看護師と医師の間の認識の「ずれ」は，看護師は，医師

が処方権をもつ看護師に無関心で，非協力的であると思

っている一方，医師は，処方権をもつ看護師の診断能力，

薬理知識の不足に不安を持っているところにある．処方

権をもつ看護師と患者の認識の「ずれ」とは，処方権を

もつ看護師は，処方権導入が患者にとって恩恵が大きい

と認識しているが，患者は恩恵だけでなく，看護師の薬

の知識不足や医師との連携に不安をもっているところに

ある．薬剤師との間の「ずれ」とは，処方権を持つ看護

師が薬剤師の診断力やコミュニケーション力が不足して

いると考える一方，薬剤師は看護師に対し薬の知識不足

があると認識していたことである．看護師同士の認識に

も「ずれ」があり処方範囲と自律性の拡大を求める看護

師と処方権は必要がないと考えている看護師がいた．      

以上のような認識の「ずれ」は，処方権導入に関する規

範的論点と技術的論点にわけられる（Table 1）．つまり，

看護師の処方権導入とは本質的にどのような価値を推進

する政策であるのかという規範的な論点と価値観にかか

わらず解決が求められる技術的論点である．利害関係者

のうち，医師，看護師，患者・住民，薬剤師は技術的論

点を多く指摘しており，政策担当者、行政担当者は規範

的論点をあげている．規範的論点にも「ずれ」があり，

看護師は処方権導入に看護師の地位向上という価値を求

め，患者・政策担当者は患者へのメリットという価値を

求めている．もちろん，政策担当者の意図には医療費の

抑制という価値がある．一方，医師は安全性の保障がで

きないという理由で看護師の処方権導入に批判的である．

技術的論点でも，看護師が医師の防衛的な考え方を問題

にしているのに対し，医師，住民，薬剤師は看護師の知

識不足を大きく問題視している． 
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Table 1 看護師の処方権導入に関する問題認識

 
 
 
このような「ずれ」は，利害関係者間で明示的に共有

できていなかった．また，その「ずれ」を調整する仕組

みがないことがわかった． 
以下，日本で看護師の処方権導入にあたって，どのよ

うなことを検討する必要があるかを考察する． 
 
 
4. 日本における看護師の処方権導入に関する 

利害関係者の認識の整理と考察 
 
4.1. 日本の処方権導入の現在の議論 
 看護側からは，2008年8月に日本学術会議健康・生活

科学委員会看護学分科会がだした報告書で「専門領域の

専門看護師等は症状緩和のための薬剤処方に関する判断

基準を医師と共同で開発し，医師不在であってもある一

定の裁量の幅をもって対応できる能力をもっている」58)

として高度実践看護師等の裁量の幅の拡大を提言してい

る．他にも同様の見解を示している文献が複数ある
59),60),61),62)．看護側からはいずれも共通した主張で，看護

師の役割拡大が可能である根拠として，海外での看護師

の活躍，海外での看護実践の成果，日本における教育の

高度化・専門化，国民の健康に寄与できるという点を挙

げ，それを阻むのもとして，看護師の役割を規定する現

行の法律に言及している． 
一方，政策担当者の考えは医師不足を緩和し医師の過

重労働を緩和することにある．規制改革会議は2008年2 
月の中間取りまとめで医療問題解決のために「慢性的な

疾患・軽度な疾患については，看護師が処置・処方・投

薬ができる，いわゆるナースプラクティショナーに相当

する職能を導入する」63)という提言をだした．医師側の

見解としては東北大学の田林が「医療の高度化・専門化

が進む中，看護師の役割が広がれば，新たなチーム医療 

（◎は頻度の多かった意見） 
 

 

体制の構築にも期待できる」と表明し 9)，外科医志望者 
の減少に危機感を抱く日本外科学会では今秋にも検討チ 
ームを設け，看護師の裁量権拡大も視野にいれながら具

体的な提言をまとめる予定にしている 9)．すでに動き始

めた取り組みの例として，大分県立看護大学の NP の養

成がある．アメリカでの例に倣い，法制化の前に取り組

みを始める方法をとった 64)．地元医師会の協力を得て，

薬の処方のほか，風邪などの軽症の病気や，初期症状の

患者の診断ができる看護師の養成を目指している 65)．国

立病院機構でも平成21年からNPの養成を検討している
8)．その中で，日本医師会は「看護師の役割を拡大してい

けば安全性が揺らぐ，患者が不利益をこうむるような状

態になる」6)と反対の声明をだしている． 
 
4.2. 日本の議論に欠けている視点 
以上のように日本ではまず権限をめぐっての話し合い

が政府主導の会議でなされ，それをうけて職能団体が意

見を述べている状態である．しかしどの見解をみても，

看護師の処方権導入に影響をうける医療提供者や患者が

看護師に処方権を持たせることをどのように捉えている

のか，の視点がない．本当に現場は看護師の処方権導入

を必要としているのか，実際に処方権導入に影響をうけ

る利害関係者が何を考えているのかを明確にし，問題点

を把握すること、さらにはその利害関係者の視点を政策

課題、制度設計に反映することが必要ではないだろうか。  

以下は文献研究によって明らかになった利害関係者とそ

の認識を参考にして日本の医療現場にあてはめて考察す

る。 
 

（1）現場の利害関係者は誰か 
利害関係者は誰であるかを検討する際には，まず，ど

こで働く看護師に処方権を持たせると効果的か，という

 
     

論文に見られた看護師の処方権に関する問題認識 
技術的論点 規範的論点 

問題認識 

 

利害関係者 

看護師

の知識

不足 

診断能

力への

不安 

継続教

育の必

要性 

報酬へ

の配慮 

情報へ

アクセ

ス 

医師の

無理解 

患者に

とって

の利点 

医療費

抑制 

安全性

への危

惧 

医療サ

ービス

向上 

看護師

の地位

向上 

医師 ◎ ◎       ○   
住民 ○ ○     ○     
薬剤師 ◎ ○          

政策担当者       ○ ○    
行政担当者          ○  
看護師 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○    ◎ 
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議論が不可欠であるが，日本おいては関係者の間でコン

センサスは得られていない．Bonsallらは看護処方者の活

躍の場はプライマリケア，高齢者施設，健康増進関連が

適当だと述べていた 29)．一方，専門分化の徹底したアメ

リカではプライマリケアだけではなく病院で処方権をも

つ看護師が活躍している．   
患者主体の医療を実現する方策として，日本で看護師

に処方権を持たせるのであれば，プライマリケアの場に

こそ必要であると私は考えている．プライマリケアでは

地域住民の疾患の初期対応や在宅医療，慢性疾患をもつ

患者への健康管理が提供される．そこで医療者と住民が

生活の場で日頃から十分に信頼関係をつくり健康状態や

健康情報を共有できれば，その関係性に基づいて地域住

民に必要な医療を必要な時に必要なだけ提供できるよう

になるはずである．現状では医師がそのすべてを行うこ

とは困難であり，かつ医療者と地域住民の関係性は十分

構築できていない．今後，医療ニーズの高い患者が地域

で生活することになれば，医師だけではとても，今以上

に医療ニーズを満たすことができない．そのプライマリ

ケアの機能を看護師が医師と協働で担うのであれば看護

師に処方権を認めるということには意味があると考えて

いる． 
そこで看護師の処方権が必要な場はプライマリケアの

場であると想定すると，利害関係者として医師，薬剤師，

患者・地域住民のほか，訪問看護師，クリニック勤務の

看護師，福祉関係者などが考えられる． 
 
（2）利害関係者にとって看護師の処方権拡大の何が問

題となりうるか 
a. 医師 看護側は看護教育の高度化，専門性の確立を 
処方権導入の根拠にしている．しかし，その根拠に基づ

いて看護師に処方権を持たせることに医師側は不安をも

っている可能性がある．文献研究の結果にあるように医

師の不安は「過剰投与や誤診の危険が増える」，「医師は

より高度な重要な知識を持って処方している」13)という

ものである。医師からみると，看護教育の高度化，専門

性の確立が，処方という医師の行為を担うのに足り得る

のか判断がつかないと考えられるのではないだろうか．

実際，医療現場では，医師は医療事情に合わせて看護師

に指示を出しているのであり，看護師の教育レベルや専

門性によって指示を変えているわけではない．看護師が

専門性を確立すればするほど，逆説的だが，医師に看護

師の知識や能力を理解してもらい，医師から看護師に処

方権が必要だという認識を得る必要がある．臨床現場で，

医師が処方権を持つ看護師に助言をし，処方実践を支援

することができるような，実践に即した仕組みを検討す

る必要があるだろう． 
例えば，アメリカの例にみられるように医師が処方権

をもつ看護師と業務提携契約をする 11)，あるいは看護師

の指導医となることでインセンティブを得るとともに，

看護師の処方行為に関与できるようにすることも一法だ

ろう．日本において，看護師が処方権をもつことについ

て医師との合意形成は特に必要であると考える．そうで

なければ，処方実践に即した支援を得られず，患者の安

全性に影響がでてくるか，処方を実践しない看護師が増

える一方である． 
b. 患者 日本では，患者は医師に対し敬意と信頼を歴史

的にもっている 66)．患者と看護師との人間関係も，患者

が信頼する医師を仲立ちとして成り立っている側面があ

る．諸外国で指摘されてきた看護師の処方権導入のメリ

ットは，費用の安さ，医療へのアクセス改善と待ち時間

の短縮が挙げられているが，日本は医師の技術料は必ず

しも高くない．看護に関しても療養費で算定されており，

看護師の新しい役割に診療報酬がつくことは，患者負担

になることはあってもメリットは少ないのではないかと

考えられる．アクセスに関しても日本は医療機関が多く

かつフリーアクセスであり，また待ち時間もイギリスの

ように開業医にかかるのに2日かかるといった 67)諸外国

ほどではない．その中で患者に処方権をもつ看護師が受

け入れられるか，どの部分なら看護師に診てほしいと考

えるか，その役割に対価を払う価値を患者が見出すかが

問題であろう． 
c. 薬剤師・コメディカル・福祉関係者 現在の日本の法

制度では，各コメディカルは医師の指示の下で医療を実

践している．看護師が処方権を持つとき，コメディカル

が医師ではない看護師の指示をどのように受け止めるの

か，今回の文献研究では明らかではなかった．コメディ

カルが看護師の処方権導入に関してどのような認識をも

っているのかを把握し，実態に合わせたルールを利害関

係者間で一緒に作ることが必要だろう． 
d. 看護師内 看護師の役割拡大には業務量の増加，責任

の増大，訴訟リスクなどの問題がある．また処方権をも

つ看護師の資質として何を求めるか，法的根拠をどうす

るかといった問題もある．しかし，もっと本質的な議論

を看護界の中でも行う必要があるだろう．つまり，現在

の看護教育の高度化，専門化の延長で処方権を導入する

こととジェネラリストの看護師に処方権を導入すること

のメリットとデメリットを検討すべきである． 
e. 政策立案者・管理者 日本では医師不足，医師の過重

労働緩和策として，役割拡大が提案されている．しかし，

医療現場の混乱への対策を急ぐあまり，現場の実態を知

らぬまま，発言力の強い利害関係者の意見のみで政策課

題を設定すれば実態に合わない制度になりかねない．具

体的な制度の議論に入る前に，実際に看護師の処方権導

入に影響をうける利害関係者とその認識を把握し，看護

師の処方権導入の実行可能性を検討するべきであろう．
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その過程で大きな役割を果たすのは行政機関である．行

政の役割に期待することの一つは議論の場を用意するこ

とである．つまり，行政が利害関係者である現場の医師，

看護師，薬剤師，福祉関係者，地域住民をあつめ，話し

合いの場を設定することである．そして行政のもう一つ

の役割は，どのような社会基盤が必要か，医師の協力が

得られる体制をどのように整備するか，処方権をもつ看

護師の合理的な資格基準と評価基準について，利害関係

者からでた意見をまとめ政策立案者へ伝えていくことで

ある． 
 
（3）処方権導入の評価 
日本で看護師の役割拡大を主張する立場が示す根拠は，

諸外国でなされた看護師の処方の効用に関する実証研究

である．それらの研究には，処方行動に関する研究もあ

るが，医師と NP の処方行動には違いがないという研究
68),69)だけでなく，医師に比べて看護師は抗生剤の投与が

多いといった結果 70)や，経済的効果には有意差がない 71)

という研究があり，実証研究では一貫した結果が得られ

ていない．  
 
 
5. 本研究の限界と今後の課題 
 
看護師の処方権導入に関する利害関係者の認識を明ら

かにするため文献研究を行ったが，各国の医療制度，教

育レベル，組織文化等によって看護師の業務実態が異な

ることが考慮できていないことは方法論の限界である．

今回の文献の検索式，抽出基準について，処方権をもつ

看護師に関する文献を網羅できるような検索式の検討や

利害関係者の定義を明確にする必要があった．また,それ

ぞれの国の医療制度や看護師の処方権導入のプロセス，

社会基盤に関する研究も今後は必要である．現状では看

護師の処方権に関する現場の利害関係者の認識に関する

研究は多くない.日本における看護の業務は多様であり

ばらつきも大きいだけに，今後は，他にも含むべき利害

関係者，認識の「ずれ」，さらにはその調整システムを明

確にするために問題構造化分析、ステークホルダー分析

を行い、看護師の処方権導入にあたり適切な政策課題の

設定に必要な論点を整理する必要がある。とくに，看護

師の処方権に関心をもち，日本で処方権導入について発

言をしている多くは看護師であり，看護師以外のコメデ

ィカルや患者・住民らが看護師の処方権導入についてど

のような認識をもっているのか，明らかにしていくこと

は重要である． 
 
 

 

6. 結論 
 
 本研究では，文献調査に基づき，看護師の処方権導入

後に生じた利害関係者とその間の問題を明らかにした．

その結果，日本で看護師の処方権導入を検討する際には，

適切な政策課題の設定のために，①看護師の処方権導入

に影響をうける実践の場の利害関係者を把握すること，

②利害関係者間の認識の「ずれ」を明示的に共有し調整

することが必要と示唆された．看護師の裁量拡大は患者

主体の医療の方策でなければならない．それには看護師

に処方権を付与させることが単に看護師の権限拡大で終

わることがないように，政策課題の設定にあたり事前に

現場の利害関係者とその認識を把握しそれを踏まえて議

論していく必要がある． 
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Each stakeholder concerned with nursing role expansion has a totally different perspective on policy goals, 
agendas, values/norms, and problem recognition, and stakeholders are far from reaching a consensus. An 
inappropriate agenda might thus be set with neither mutual understanding among the stakeholders nor analysis of 
potential problems, and this may lead to unintended results. We analyzed potential problems and discrepancies among 
stakeholders by conducting a literature survey regarding the introduction of nursing prescription rights and found 
significant gaps among stakeholders' perceptions of the problems. We conclude that the perception gaps prevent the 
introduction of nursing prescription rights in Japan and that no mechanism has been found to adjust the gaps. 
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